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選挙事務にかかる旅費支給の見直しについて（案） 

 

 

１．内 容 

  選挙事務において、自家用車等を利用した場合の旅費は、車賃（旅費条例第

13 条）として支給を行っている。しかし、通勤手当を交通用具で認定を受け

ている職員は、通勤手当認定区間等と重複する部分（交通用具で認定されてい

る距離分）は旅費の支給対象から除外している。 

  この取扱いについて選挙事務の特殊性を踏まえ見直しを行い、交通用具で

認定されている距離を差し引くことなく旅費の支給を行う。なお、土日・祝日

等に期日前投票事務に従事する場合も同様の取扱いとする。 

２．実施日 

  次回実施の選挙事務より適用 




